
墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

No.
（目次）

No.
（目次）

R5年度頁 修正後内容 修正前内容 担当課名

（例）
Ⅱ

（例）
4

（例）
185

（例）
墨田区防災会議委員名簿（本冊Ｐ１）
令和６年４月１日現在
※一覧は別添のとおり

（例）
墨田区防災会議委員名簿（本冊Ｐ１）
令和５年４月１日現在

（例）
防災課

Ⅰ 11 31

第１３条（１）ア・・
　　　　　　　イ・・
　　　　　　　ウ・・
　　　　　　　エ・・

第１３条（１）イ・・
　　　　　　　ロ・・
　　　　　　　ハ・・
　　　　　　　二・・

厚生課

Ⅰ 11 31

第１３条（２）ア・・
　　　　　　　イ・・
　　　　　　　ウ・・
　　　　　　　エ・・

第１３条（２）イ・・
　　　　　　　ロ・・
　　　　　　　ハ・・
　　　　　　　二・・

厚生課

Ⅰ 11 31 第１３条（３）第１号ウ又は前号イ若しくはウ 第１３条（３）第１号ハ又は前号ロ若しくはハ 厚生課

Ⅰ 11 32

付則２
２　東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
（平成23年法律第40号。以下「平成23年特別令」という。）第２条第１項
に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対
処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定
の施行等に関する政令（平成２３年政令第１３１号）第１３条第１項に定
めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第１３条第２項の規定の適
用については、同項中「１０年」とあるのは「１３年」と、「３年」とあ
るのは「６年」と、「５年」とあるのは「８年」とする。

付則２
２　東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法
律（平成23年法律第40号。以下「平成23年特別令」という。）第２条第
１項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震
災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省
関係規定の施行等に関する政令（平成２３年政令第１３１号。以下「平
成２３年特別令」という。）第１４条第１項に定めるものに対する災害
援護資金の貸付けに係る第１３条第２項及び第１４条の規定の適用につ
いては、第１３条第２項中「１０年」とあるのは「１３年」と、「３
年」とあるのは「６年」と、「５年」とあるのは「８年」と、第１４条
中「年３パーセント」とあるのは「年１．４パーセント（保証人を立て
る場合にあっては、無利子）」とする。

厚生課

Ⅰ 11 32

付則３
前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除については、第１５条第３項
の規定にかかわらず、平成２３年特別法第１０３条第１項の規定により読
み替えて適用される法第１４条第１項の規定によるものとする。

付則３
３　前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除及び保証人について
は、第１５条第３項の規定にかかわらず、平成２３年特別法第１０３条
第１項の規定により読み替えて適用される法第１３条第１項及び平成２
３年特別令第１４条第７項の規定によるものとする。

厚生課

Ⅰ 12 36

付則２
２　東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
（平成２３年法律第４０号）第２条第１項に規定する東日本大震災により
著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及
び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令（平成２
３年政令第１３１号）第１３条第１項に定めるものに対する災害援護資金
の貸付けに係る第７条第２項の規定の適用については、同項中「その者の
被災の日の属する月の翌月１日から起算して３月を経過する日」とあるの
は「令和７年３月３１日」とする。

付則２
２　東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法
律（平成２３年法律第４０号）第２条第１項に規定する東日本大震災に
より著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政
援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令
（平成２３年政令第１３１号）第１４条第１項に定めるものに対する災
害援護資金の貸付けに係る第７条第２項の規定の適用については、同項
中「その者の被災の日の属する月の翌月１日から起算して３月を経過す
る日」とあるのは「平成３０年３月３１日」とする。

厚生課
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墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅰ 12 36 削除

３　前項の災害援護資金の貸付けであって保証人を立てないものに係る
第１０条の規定の適用については、同条中「連帯保証人の連署した借用
書」とあるのは「借用書」と、「貸付決定通知書を受けた者及び連帯保
証人の印鑑登録証明書」とあるのは「貸付決定通知書を受けた者の印鑑
登録証明書」とする。

厚生課

Ⅰ 12 37

３　前項の災害援護資金の貸付けに係る条例
付則第３項に規定する償還免除については、
第１６条第１項の規定にかかわらず、償還免除申請書に添付する書類は、
借受人が無資力又はこれに近い状態にあり、貸付金を償還することができ
なくなったことを証する書類とする。

４　第２項の災害援護資金の貸付けに係る条例付則第３項に規定する償
還免除については、第１６条第１項の規定にかかわらず、償還免除申請
書に添付する書類は、借受人が無資力又はこれに近い状態にあり、貸付
金を償還することができなくなったことを証する書類とする。

厚生課

1 12 34～37

付則２　４行目より
新旧対照表から削除

付則２　４行目より
第２条第１項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東
日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚
生労働省関係規定の施行等に関する政令（平成２３年政令第１３１号）
第１３条第１項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第１
３条第２項の規定の適用については、同項中「１０年」とあるのは「１
３年」と、「３年」とあるのは「６年」と、「５年」とあるのは「７
年」とする。

厚生課

Ｉ 13 38
墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例（本冊Ｐ51）
令和6年3月末に条例改正したため、本文を一式差し替え

墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例（本冊Ｐ51）
条例本文

不燃耐震
促進課

Ⅱ 1 171
墨田区防災会議委員名簿（本冊Ｐ１）
5　大塚　文昭　東京都下水道局東部第一下水道事務所長

墨田区防災会議委員名簿（本冊Ｐ１）
5　川村　和也　東京都下水道局東部第一下水道事務所長

庶務課

Ⅱ 4 171
墨田区防災会議委員名簿（本冊Ｐ１）
令和６年７月１日現在
※一覧は別添１のとおり

墨田区防災会議委員名簿（本冊Ｐ１）
令和６年１月１日現在

東京消防
庁

向島消防
署

Ⅱ 01 171

墨田区防災会議委員名簿（本冊Ｐ１）
令和６年７月１日現在

No.35　前原　奈緒子

墨田区防災会議委員名簿（本冊Ｐ１）
令和６年１月１日現在

No.35　葉山　雅己

Ⅱ 2 172
墨田区防災関係機関連絡責任者名簿（本冊Ｐ１５８）
3645-9643

墨田区防災関係機関連絡責任者名簿（本冊Ｐ１５８）
3645-9642

庶務課

Ⅱ 2 172
【別冊】Ⅱ-02　墨田区防災関係機関連絡責任者名簿

東日本電信電話株式会社　東京東エリア統括部長　5846-8762

【別冊】Ⅱ-02　墨田区防災関係機関連絡責任者名簿

東日本電信電話株式会社東京事業部　設備部長　6802-9184

ＮＴＴ東
日本

東京東支
店
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墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅱ 3 174
広報班（広聴・区政情報担当、報道・シティプロモーション担当、区報担
当、すみだ区民相談室）

広報班（広聴・区政情報、報道・シティプロモーション担当、区報担
当、すみだ区民相談室・情報コーナー）

広報広聴
担当

Ⅱ 3 174
総務隊
（隊長　総務課長/副隊長　法務課長）

総務隊
（隊長　総務課長/副隊長　総務部参事）

防災課

Ⅱ 3 174
人事隊
（隊長　職員課長/副隊長　総務部副参事）

人事隊
（隊長　職員課長）

防災課

Ⅱ 3 174 人事班（人事、人材育成支援） 人事班（人事） 防災課

Ⅱ 3 174

部隊班名
災対総務部
人権隊（隊長　すみだ人権同和・男女共同参画事務所長）

人権班（人権同和、男女共同参画、社会福祉会館、すみだ共生社会推進セ
ンター）

部隊班名
災対総務部
人権隊（隊長　人権同和・男女共同参画課長）

人権班（人権同和、男女共同参画、社会福祉会館、すみだ女性セン
ター）

人権同
和・男女
共同参画

課

Ⅱ 3 175
財務・経理隊
（隊長　財政担当課長/副隊長　厚生課長、福祉保健部副参事）

財務・経理隊
（隊長　財政担当課長事務取扱企画経営室参事/副隊長　厚生課長、福祉
保健部副参事）

防災課

Ⅱ 3 177 環境保全隊（隊長 環境保全課長／副隊長 環境政策課長） 環境保全隊（隊長 環境保全課長／副隊長 資源環境部副参事）
環境保全

課

Ⅱ 3 177
環境保全隊　第１班～第３班（省略）
　　　　　　第４班（環境政策）

環境保全隊　第１班～第３班（省略）
環境保全

課

Ⅱ 3 179
部隊班名
地域保健担当（隊）（隊長　健康推進課長）

部隊班名
地域保健担当（隊）（隊長　本所保健センター所長）

健康推進
課

Ⅱ 3 179
部隊班名
地域保健班

部隊班名
向島保健センター班（地域保健）
本所保健センター班（地域保健）

健康推進
課

Ⅱ 3 179
業務内容
①削除

業務内容
①保健センターの安全確保・避難誘導に関すること。

健康推進
課

Ⅱ 3 179 こころのケア班（保健予防） こころのケア班（精神保健）
保健予防

課

Ⅱ 3 179 削除 （新型コロナ予防）
保健予防

課
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墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅱ 3 179
①～⑫　【略】
⑬　すみだ保健子育て総合センターの安全確保・避難誘導に関すること

①～⑫　【略】
健康推進

課

Ⅱ 3 179
部隊班名
地域保健担当（隊）（隊長　健康推進課長）

部隊班名
地域保健担当（隊）（隊長　本所保健センター所長）

健康推進
課

Ⅱ 3 179
部隊班名
地域保健班

部隊班名
向島保健センター班（地域保健）
本所保健センター班（地域保健）

健康推進
課

Ⅱ 3 179
業務内容
①削除

業務内容
①保健センターの安全確保・避難誘導に関すること。

健康推進
課

Ⅱ 3 180 修正前内容の全削除 ⑤　被災宅地の応急危険度判定に関すること。
密集市街
地整備推

進課

Ⅱ 3 180 ⑤　隊内の他の班に属さないこと。［第１班］ ⑥　隊内の他の班に属さないこと。［第１班］
密集市街
地整備推

進課

Ⅱ 3 180
災対建設隊
　巡検隊（隊長　公園課長/副隊長　土木管理課長、道路・橋りょう課
長、拠点整備課長、）

災対建設隊
　巡検隊（隊長　道路公園課長/副隊長　土木管理課長、拠点整備課長、
都市整備部副参事）

公園課

Ⅱ 3 181

災対区議会部
区議会隊（隊長　区議会事務局次長）
区議会班（庶務、議事、調査）

災対区議会部
区議会隊（隊長　区議会事務局次長）
区議会班（庶務、議事調査）

区議会事
務局

Ⅱ 4 182 災対環境部長（資源環境部長） 災対環境部長（環境担当部長）
環境保全

課

Ⅱ 6 184
Ⅱ-06：消防署等の所在（本冊P66）
令和６年７月１日現在
※一覧は別添２のとおり

Ⅱ-06：消防署等の所在（本冊P66）
令和６年１月１日現在

東京消防
庁

向島消防
署

Ⅱ 7 185

Ⅱ-07：車両、機器配置状況一覧表
（本冊P66）
令和６年７月１日現在
※一覧は別添３のとおり

Ⅱ-07：車両、機器配置状況一覧表
（本冊P66）
令和６年１月１日現在

東京消防
庁

向島消防
署

Ⅱ 8 186
Ⅱ-08：消防団の現況（本冊P33）
令和６年７月１日現在
※一覧は別添４のとおり（変更なし）

Ⅱ-08：消防団の現況（本冊P33）
令和６年１月１日現在

東京消防
庁

向島消防
署

Ⅱ 11 193
Ⅱ-11：区民消火隊現況一覧表（本冊P31）
令和６年７月１日現在
錦糸町出張所

Ⅱ-11：区民消火隊現況一覧表（本冊P31）
令和６年１月１日現在
緑出張所

東京消防
庁

向島消防
署
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墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅱ 11 193

（本所消防署管内）
東駒形出張所ブロック
 本所四　本所四丁目
 本所４－１－４　本四三ツ目児童遊園

（本所消防署管内）
東駒形出張所ブロック
本所四　本所四丁目
本所４－１－４　本四三ツ目児童遊園

防災課

Ⅱ 11 194

（向島消防署管内）
向島本署・墨田出張所第２ブロック
八広一丁目（※休隊中）
立花出張所ブロック
文花三丁目（※休隊中）

※立花一丁目消火隊は、平成３０年度から休隊中
※文花三丁目消火隊は、令和６年度から休隊中

（向島消防署管内）
向島本署・墨田出張所第２ブロック
八広一丁目
立花出張所ブロック
文花三丁目

※立花一丁目消火隊は、平成３０年度から休隊中

防災課

Ⅱ 13 197

防災団の組織及び業務（東日本旅客鉄道）（本冊Ｐ102）

両国駅組織図
※組織図は別添５のとおり
※錦糸町駅の組織図は変更無し

防災団の組織及び業務（東日本旅客鉄道）（本冊Ｐ102）

両国駅組織図

Ⅱ 15 199

駅名(令和6年8月1日現在） 総員（人）出面（人）
・とうきょうスカイツリー  17　　　　　 　 7
・曳　舟　　　　　　　　　19　　　　　　　7
東向島　　　　　　　　　　 5           　 2
・鐘ヶ淵　　　　　　　　　 8         　   3
小村井　　　　　　　　　　 2          　  1
東あずま　　　　　　　　　 2           　 1
　計　　　　　　　　　　　53　　　　　　 21

・印は停車場 その他は停留所

駅構内(令和6年1月1日現在）総員（人）出面（人）
・とうきょうスカイツリー 　 18　　　　　　7
・曳　舟　　　　　　　　　　18　　　　　　7
東向島　　　　　　　　　　 　5            2
・鐘ヶ淵　　　　　　　　　　13            5
小村井　　　　　　　　　　　 5            2
東あずま　　　　　　　　　　 5            5
　計　　　　　　　　　　　　64　　　　　 28

・印は停車場 その他は停留所

とうきょ
う

スカイツ
リー駅

Ⅲ 1 206

最下段に追記

１３　北海道芽室町

協定名：墨田区と芽室町との災害時における相互援助に関する協定

締結先：北海道芽室町

締結日：令和６年１０月７日

協定内容：災害物資等を相互に供給、職員の派遣及び被災者の収容施設の
提供等の相互協力・支援を行う。

追加 防災課

Ⅲ 2 208
【改行しない】
災害時における灯油等の優先供給に関する協定

災害時における灯油等の
優先供給に関する協定

防災課

Ⅲ 2 208
【改行しない】
災害時における氷の優先供給に関する協定

災害時における氷の優先
供給に関する協定

防災課
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墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅲ 2 208
【改行しない】
災害非常無線通信の協力に関する協定

災害非常無線通信の
協力に関する協定

防災課

Ⅲ 2 208

◇物資に関する協定（最下段に追記）

協定名：災害時における資機材の優先供給及び避難所の衛生・清掃サービ
ス等に関する協力協定

締結先：（株）ダスキン

締結日：令和６年３月１１日

協定内容：資機材の優先供給及び衛生清掃サービスの提供

追加 防災課

Ⅲ 1 210

◇ペットに関する協定（最下段に追記）

協定名：災害時における愛玩動物及び飼い主の支援活動に関する協定

締結先：学校法人立志舎

締結日：令和６年１１月１２日

協定内容：災害時におけるペットと飼い主の避難所の提供及びペットの飼
育管理に必要な物資の提供

追加 防災課

防災課

◇輸送・車両に関する協定
【協定追加】
【協定名】
災害時における車両の調達及び運行並びに宿泊施設の確保に関する協定
【締結先】
東武トップツアーズ㈱
【締結日】
令和6年8月23日
【協定内容】
災害時における車両の調達及び運行並びに宿泊施設の確保
 
 

◇輸送・車両に関する協定

Ⅲ 2 209
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墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅲ 2 213 災害時における民泊施設提供の協力に関する協定 区の防災対策活動への協力に関する協定 防災課

Ⅲ 2 214
災害時における施設の利用　　　　花王（株）
に関する協定

災害時における施設の利用　　　　花王（株）
等に関する協定

防災課

Ⅲ 2 215

◇施設利用に関する協定（水害時）
【協定追加】
【協定名】
【再掲】
災害時における車両の調達及び運行並びに宿泊施設の確保に関する協定
【締結先】
東武トップツアーズ（株）
【締結日】
令和6年8月23日
【協定内容】
災害対応に当たる派遣職員

◇施設利用に関する協定（水害時）

防災課

Ⅲ 2 212

◇施設利用に関する協定
　協定名
  災害時における救護活動に関する相互援助協定
  締結先              締結日
 　1 （社福）賛育会   平成9年8月1日
          ・                  ・
　 6（医）伯鳳会      平成29年3月24日
  協定内容
　常時介護が必要な高齢者の受入れ

【上記協定名の次に下記協定名等追加】
【協定名】
災害時における妊産婦等の救護活動に関する相互援助協定
【締結先】
（医）中林病院
【締結日】
令和6年7月16日
【協定内容】
妊産婦等の学校施設への受入れ
　

　
　

◇施設利用に関する協定
　協定名
  災害時における救護活動に関する相互援助協定
  締結先              締結日
 　1 （社福）賛育会   平成9年8月1日
          ・                  ・
　 6（医）伯鳳会      平成29年3月24日
  協定内容
　常時介護が必要な高齢者の受入れ
　
　

防災課

協定名
災害時における区の応急対策活動への協力に関する協定
締結先
イーストコア曳舟団地管理組合
 　　　　　　・
　　　　　　 ・

協定名
災害時における避難場所利用に関する協定
締結先
イーストコア曳舟団地管理組合
 　　　　　　・
　　　　　　 ・

防災課Ⅲ 2 213
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墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅲ 2 216

◇マンション利用に関する協定（水害時）
・
・
・
21（株）大京（ライオンズフォーシア隅田川テ　　　令和4年6月21日
　ラス）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和6年5月20日
                                                所有者変更
　橋本総業ホールディングス（株）（パルター
　ジュ隅田川テラス）

◇マンション利用に関する協定（水害時）
・
・
・
21（株）大京（ライオンズフォーシア隅田川テ　　令和4年6月21日
　ラス） 防災課

Ⅲ 2 216

◇マンション利用に関する協定（水害時）
・
・
・
22 ヴィルヌーブ吾妻橋管理組合　　　　令和6年1月9日
23 ライオンズシティ両国管理組合　　　令和6年9月30日
24 パークノヴァ向島管理組合　　　　　令和6年10月9日

◇マンション利用に関する協定（水害時）
・
・
・
22 ヴイルヌーブ吾妻橋管理組合　　　　令和6年1月9日

防災課

Ⅲ 2 217

◇広域避難に関する協定（水害時）
・
・
・
18（学）大正大学（大正大学）　　　　令和5年10月1日
19（学）大妻学院（大妻学院大学）　　令和6年3月5日
20　住友不動産（株）　　　　　　　　令和6年3月22日
21（学）青山学院（青山学院大学）　　令和6年4月8日
22（独）国立青少年教育振興機構　　　令和6年8月21日
23（学）帝京平成大学（帝京平成大学）令和6年9月1日
24（学）帝京大学（帝京大学）　　　　令和6年9月27日
25（大）東京大学（東京大学）　　　　令和6年10月9日
26（公財）日本障害者リハビリテーション協会　令和6年11月1日

◇広域避難に関する協定（水害時）
・
・
・
18（学）大正大学（大正大学）　　　　令和5年10月1日

防災課

Ⅲ 2 218

〔削除〕 ◇その他の協定
災害時における応急対策支援に関する協定
1 浅草開発（株）
2 オー・エム・コミュニティ（株）
3 セントラルエンジニアリング（株）
4 すみだ環境整備協同組合
平成24年4月1日

防災課

Ⅲ 2 218 〔削除〕

◇その他の協定
災害時における応急対策活動に関する基本協定
メットライフ生命保険（株）
平成24年3月23日
避難所運営協力、避難者一時受入等

防災課
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墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅳ 1 219
⑤戸別受信機
６０ＭＨｚ　１５１局
（１）町会・自治会　１４７局

⑤戸別受信機
６０ＭＨｚ　１４９局
（１）町会・自治会　１４５局

防災課

Ⅳ 2 220
すみだ２２　道路・橋りょう課（車載）
すみだ２７　公園課（車載）

すみだ２２　道路公園課（車載）
すみだ２７　道路公園課（車載）

防災課

Ⅳ 3 222
子局番号　７８
設置場所　横網町公園
所在地　　横網２－３－25

追加 防災課

Ⅳ 3 222
子局番号　７９
設置場所　ＪＴグラウンド
所在地　　横川１－16－８

追加 防災課

Ⅳ 5 224
グループ内各局
削除　349　本所保健センターⒻⒹ
　　　351　向島保健センターⒻⒹ

（本編P158)
グループ内各局
349　本所保健センターⒻⒹ
351　向島保健センターⒻⒹ

健康推進
課

Ⅳ 5 224
グループ内各局
削除　349　本所保健センターⒻⒹ
　　　351　向島保健センターⒻⒹ

（本編P158)
グループ内各局
349　本所保健センターⒻⒹ
351　向島保健センターⒻⒹ

健康推進
課

Ⅳ 5 224 令和6年8月26日現在 令和5年1月23日現在 防災課

Ⅳ 5 224 〔削除〕 914　健生堂医院 防災課

Ⅳ 5 224 917　墨田区医師会会長（隅田川診療所） 917　墨田区医師会会長（鈴木こどもクリニック） 防災課

Ⅳ 6 225

緊急地震速報システム導入施設一覧
番号：45
施設名称：八広児童館
所在地：東墨田１－２－６

緊急地震速報システム導入施設一覧
番号：45
施設名称：八広児童館
所在地：八広２－38－14

子育て政
策課

Ⅳ 6 227

緊急地震速報システム導入施設一覧（本冊P159）
番号：112
施設名称：亀沢学童クラブ
所在地：亀沢１－27－５

緊急地震速報システム導入施設一覧（本冊P159）
番号：112
施設名称：亀沢児童クラブ
所在地：亀沢１－27－５

子育て政
策課

Ⅳ 8 231 別添７のとおり 別添６のとおり
本所警察

署

Ⅳ 11 234
Ⅳ-11：消防関係通信連絡系統図（本冊P162）
　令和６年７月１日現在
　錦糸町出張所

Ⅳ-11：消防関係通信連絡系統図（本冊P162）
　令和６年１月１日現在
　緑出張所

東京消防
庁

向島消防
署

Ⅳ 18 242 ハイフン「‐」に統一 ハイフン「－」 防災課

Ⅳ 18 243 ハイフン「‐」に統一 ハイフン「-」 防災課

Ⅳ 19 244 別添９のとおり 別添８のとおり 医師会

Ⅳ 19 244
Ⅳ-19：墨田区医師会災害時緊急電話連絡網（別冊Ｐ２４４）
会長　隅田川診療所　山室　学
3626-5100（右端・左端2か所修正要）

Ⅳ-19：墨田区医師会災害時緊急電話連絡網（別冊Ｐ２４４）
会長　鈴木クリニック　鈴木　洋
3619-4970
（右端・左端2か所修正要）

保健計画
課
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墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅳ 20 245
同愛記念病院
０５７０‐２００‐６７８

同愛記念病院
３６２５‐６３８１

医師会

Ⅳ 20 245
Ⅳ-20：墨田区医師会病院部災害時緊急電話連絡網（別冊Ｐ２４５）
同愛記念病院　0570-200-678

Ⅳ-20：墨田区医師会病院部災害時緊急電話連絡網（別冊Ｐ２４５）
同愛記念病院　3626-5100

保健計画
課

Ⅳ 22 247
Ⅳ-22：墨田区医師会病院部災害時緊急電話連絡網（別冊Ｐ２４７）
同愛記念病院　0570-200-678

Ⅳ-22：墨田区医師会病院部災害時緊急電話連絡網（別冊Ｐ２４７）
同愛記念病院　3626-5100

保健計画
課

Ⅴ 1 249
一時（いっとき）集合場所（本編P228）
防災課で調整（施設閉鎖のため）

一時（いっとき）集合場所（本編P228）
38　名称　本所保健センター前

健康推進
課

Ⅴ 1 249
一時（いっとき）集合場所（本編P228）
防災課で調整（施設閉鎖のため）

一時（いっとき）集合場所（本編P228）
38　名称　本所保健センター前

健康推進
課

Ⅴ 6 258 36 トヨタモビリティ東京（株）墨田吾妻橋店 36 トヨタ東京カローラ墨田店（トヨタモビリティ東京） 防災課

V 12 265
Ⅴ-12：墨田区備蓄物資一覧表（総括表）（本冊P248）更新
※一覧表は別添１０のとおり

Ⅴ-12：墨田区備蓄物資一覧表（総括表）（本冊P248） 防災課

V 13 267
Ⅴ-13：墨田区備蓄物資一覧表（防災備蓄倉庫別）（本冊P248）更新
※一覧表は別添１０のとおり

Ⅴ-13：墨田区備蓄物資一覧表（防災備蓄倉庫別）（本冊P248） 防災課

V 14 269
Ⅴ-13：墨田区備蓄物資一覧表（学校等備蓄倉庫別）（本冊P248）更新
※一覧表は別添１０のとおり

Ⅴ-13：墨田区備蓄物資一覧表（学校等備蓄倉庫別）（本冊P248） 防災課

V 16 282
応急救護用品配備場所
　配備場所
　　すみだ保健子育て総合センター

応急救護用品配備場所
　配備場所
　　区役所（防災課）

防災課

Ⅴ 18 284

災害用トイレ整備状況

公衆トイレ
　栗原橋際　→　撤去のため削除

災害用トイレ整備状況

公衆トイレ
　栗原橋際　横川5-7-1　～

公園課

Ⅴ 18 284
災害用トイレ整備状況（本冊P271）
令和７年１月１日現在

災害用トイレ整備状況（本冊P271）
令和６年１月１日現在

庶務課

Ⅴ 18 284

災害用トイレ整備状況（本冊P271）
指定避難所（一覧表の上から１行目）
両国小学校
設置数　6

災害用トイレ整備状況（本冊P271）
指定避難所（一覧表の上から１行目）
両国小学校
設置数　5

庶務課

Ⅴ 18 284

災害用トイレ整備状況（本冊P271）
指定避難所（一覧表の上から５行目）
錦糸小学校
設置数　6
形式　下水道直結式

災害用トイレ整備状況（本冊P271）
指定避難所（一覧表の上から５行目）
錦糸小学校
設置数　3
形式　下水道上

庶務課

Ⅴ 18 284

災害用トイレ整備状況（本冊P271）
指定避難所（一覧表の上から１６行目）
錦糸中学校
設置数　6
形式　下水道直結式

災害用トイレ整備状況（本冊P271）
指定避難所（一覧表の上から１６行目）
錦糸中学校
設置数　3
形式　下水道上

庶務課
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墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅳ 18 285
公園・児童遊園トイレ
備考　 密集市街地整備推進課
（全5か所）

公園・児童遊園トイレ
備考　密集市街地整備推進課
（全5か所）

密集市街
地整備推

進課

Ⅴ 19 286～287
区立公園等における防災機能
※別添11のとおり修正

区立公園等における防災機能
別添11のとおり修正箇所あり

公園課

Ⅴ 20 288
区有貯水槽一覧表（本冊P248）
番号：9
設置場所：八広児童館

区有貯水槽一覧表（本冊P248）
番号：9
設置場所：すみだ健康センター

子育て政
策課

Ⅴ 20 288

区有貯水槽一覧表 （本冊P248）
番号：削除
設置場所：削除
貯水量：削除
設置年月日：削除

区有貯水槽一覧表 （本冊P248）
番号：13
設置場所：ひきふね保育園
貯水量：50
設置年月日：S51.3

子ども施
設課

Ⅴ 21 290

ろ過機配備場所（本冊P250）
番号：削除
配備場所：削除
所在地：削除

ろ過機配備場所（本冊P250）
番号：50
配備場所：八広児童館
所在地：八広2-38-14

子育て政
策課

Ⅴ 21 290

ろ過機配備場所（本冊P250）
番号：削除
設置場所：削除
所在地：削除

ろ過機配備場所（本冊P250）
番号：54
設置場所：ひきふね保育園
所在地：八広1-1-18

子ども施
設課

公園課

災害用トイレ整備状況
公園・児童遊園
※名称変更
　錦糸公園（西）
　隅田公園（枕橋際）
　大横川親水公園（業平橋際）
　隅田公園（言問橋際）
※新設追加
　（設置施設名）なつめ公園
　（所在地）東向島6-40-2
　（設置数）2
　（形式）マ　地下貯留式
   (設置施設名）やまぶき児童遊園
　（所在地）東向島6-60-6
　（設置数）2
　（形式）マ　下水道直結式
その他
※新設追加
　（設置施設名）栗原橋橋台地（所在
　地）横川5-7　（設置数）2　（形式）
　マ　地下貯留式

28518Ⅴ

災害用トイレ整備状況
公園・児童遊園 トイレ
※名称変更
　錦糸公園
　隅田公園
　大横川親水公園
　隅田公園
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墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅵ 4 296

発信媒体
□固定系無線  □安全安心メール  □LINE  □Ⅹ  □フェイスブック
□ホームページ　□・・・・・・
□広報車輛　　　□・・・・・・

発信媒体
□固定系無線  □安全安心メール  □ツイッター  □フェイスブック
□ホームページ　□・・・・・・
□広報車輛　　　□・・・・・・

広報広聴
担当

Ⅵ 15 308

ペット飼育届票

鑑札番号　　　　あり（　）・なし・不明
マイクロチップ　あり（　）・なし・不明
退所日　　　　　　　年　月　日

ペット飼育届票

鑑札番号　　　　あり（　）・なし・不明
退所日　　　　　　　年　月　日

生活衛生
課

Ⅶ 2 318
墨田区内「防災船着場」設置場所図
（本冊Ｐ１０８）
※別添１２のとおり修正

墨田区内「防災船着場」設置場所図
（本冊Ｐ１０８）

都市整備
課

Ⅶ 5 321
区車両保有状況（本冊P２５６）
①車両（令和６年４月１日）
※別添１３のとおり修正

区車両保有状況（本冊P２５６）
①車両（令和６年１月１日）

道路・橋
りょう課

Ⅶ 5 321

区車両保有状況
（令和６年４月１日）

※別添１４のとおり修正

区車両保有状況
（令和６年４月１日）

別添１４のとおり修正箇所あり

公園課

Ⅶ 5 321
専用貸出車
公共施設マネジメント推進課

専用貸出車
公共施設マネージメント推進課

防災課

Ⅷ 5 336
都市整備部保有自動車（本冊P２４９）
令和６年４月１日現在
別添１５のとおり修正

都市整備部保有自動車（本冊P２４９）
令和６年１月１日現在

道路・橋
りょう課

Ⅷ 5 336

都市整備部保有自動車
（令和６年４月１日）

別添１６のとおり修正

都市整備部保有自動車
（令和６年４月１日）

別添１６のとおり修正箇所あり

公園課

Ⅷ 7 338
墨田区内東京都下水道局ポンプ所（本冊P367）
令和７年１月１日現在
※一覧は別添１７、１８のとおり

墨田区内東京都下水道局ポンプ所（本冊P367）
令和６年１月１日現在

ポンプ施
設課

Ⅷ 8 344

要配慮者が利用する施設（本編P370）
番号：2
施設名称：八広児童館
所在地：東墨田１－２－６

要配慮者が利用する施設（本編P370）
番号：2
施設名称：八広児童館
所在地：八広２－38－14

子育て政
策課

12



墨田区地域防災計画（令和６年度修正）新旧対照表（別冊）

Ⅷ 8 344

要配慮者が利用する施設（本編P370）
番号：45
施設名称：外手児童館学童クラブ錦中分室
所在地：石原４－33－14

なし
従前の番号45は、番号46へ
以下、繰り下げ

子育て政
策課

Ⅷ 8 345

要配慮者が利用する施設（本編P370）
番号：53
施設名称：さくら橋コミュニティセンター学童クラブ向島分室
所在地：向島５－31－５

なし
従前の番号52は、番号54へ
以下、繰り下げ

子育て政
策課

Ⅷ 8 345

要配慮者が利用する施設
幼稚園・保育園等（本編P370）
令和６年４月１日現在
※別添１９のとおり

要配慮者が利用する施設
幼稚園・保育園等（本編P370）
令和５年４月１日現在

子ども施
設課

Ⅸ 7 367

①災害応急対策拠点施設
　庁舎
　出張所
　土木事務所
　清掃事務所
　保健所（すみだ保健子育て総合センター）

①災害応急対策拠点施設
　庁舎
　出張所
　土木事務所
　清掃事務所

健康推進
課

Ⅸ 7 367

（本編P56)
削除
④医療救護所予定施設
　保健センター

（本編P56)
④医療救護所予定施設
　保健センター（1行）

健康推進
課

Ⅸ 8 368
指定文化財所在地（本冊P59）
令和６年７月１日現在
※一覧は別添２０、２１、２２のとおり

指定文化財所在地（本冊P59）
令和６年１月１日現在

地域教育
支援課

Ⅸ 10 374
都道延長26,718ｍ
　　面積624,191㎡

都道延長26,716ｍ
　　面積624,227㎡

第五建設
事務所

Ⅸ 10 374
「Ⅸ-10：道路管理者別状況」
※別添２３のとおり修正

「Ⅸ-10：道路管理者別状況」
土木管理

課
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